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進捗状況報告書      平成22年3月31日現在

資料　１



区　分
H21.3.31
件　数

構成比(%)
H22.3.31
件　数

構成比(%)

Ｓ 1 1.5 0 -
Ａ 49 71.0 54 78.2
Ｂ 18 26.0 14 20.3
Ｃ 1 1.5 1 1.5

小計 69 69
未評価 0 0
合計 69 69

１．この報告書は、平成19年3月に策定された「下野市行政改革大綱」の具体的な取り組みを受けて策定された
　実施計画（集中改革プラン）の進捗状況をお知らせするものです。

２．下野市行政改革大綱実施計画（集中改革プラン）の計画期間は、平成17年度から平成21年度となっています。
　今回の報告書は、平成22年3月31日現在の各実施項目における進捗状況についての経過報告になります。

３．進捗状況については当初計画と比較し、各実施項目において、平成21年3月31日現在及び平成22年3月31日現在の
　状況について評価しました。
　　【 全体計画の評価 】
      Ｓ＝「計画以上」
　　　Ａ＝「計画どおり」
　　　Ｂ＝「やや遅れている」
　　　Ｃ＝「ほとんど進んでいない」

４．進捗状況

５．実施項目中に【集中改革プラン】と表示されているものは、総務省の「新地方行革指針」において示されて
　いる「集中改革プラン」に対応するものです。
　　また、【新集中改革プラン】は、平成19年3月の策定時に新たに集中改革プランとして追加した項目です。

※今回の報告書は、各実施項目の進捗状況を平成22年3月31日現在で調査したものです。

【 事業進捗のイメージ 】
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－1－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

１．事務事業・行政サービスの見直しと経営改善

（１）見直した体制の確立

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
検討
実施

⇒ ⇒ 検討
検討
実施

⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 実施 ⇒ ⇒ 検討 実施 ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ

2 幹事課機能の強化

部局内の調整機能を高めると
ともに、適正で効率的な事務
執行体制を確保するため、そ
の機能を強化する。

総務課
生活課（→
生活安全
課）
社会福祉課
農政課
水道課
教育総務課

進捗
状況

1
庁議、部課長会議
の強化

庁議は最高の政策審議会議で
あり、市政経営・政策の協
議・調整・決定の場として、
また、部・課長会議は、総合
調整・執行方針の周知徹底・
進行管理の場として、その機
能を強化する。

総務課

具体的な取組状況

【総務課】幹事課が中心となって、毎月、部
長・各課長・課長補佐及びグループリーダー
が出席し、庁議に付議する案件、行事日程、
予算編成における調整、議会の対応（一般質
問等）などを議題とし、内部会議を開催し総
合調整を図っている。
【生活課】部内の連絡調整機能を強化するた
め、幹事課が中心となって、毎月最終水曜日
に部長・各課長・課長補佐(幹事課）が出席
し、庁議に付議する案件、行事日程などを議
題とし部内連絡調整会議を開催している。
【社会福祉課】部内の連絡調整機能を強化す
るため、幹事課が中心となり毎月第1月曜日に
部長・各課長・課長補佐及び各ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰが
出席し、庁議に付議する案件、行事日程など
を議題とし、部内連絡調整会議を開催してい
る。
【農政課】部内の連絡調整機能を強化するた
め、幹事課が中心となり、部長・各課長・課
長補佐が出席し、庁議後、また必要に応じ連
絡調整会議を開催している。
【水道課】重要案件や調整案件により、随時
関係職員の出席を求めながら調整を図ってい
る。
【教育総務課】部内連絡強化及び教育委員会
との総合調整を行っている。

進捗
状況

具体的な取組状況

【総務課】庁議の後に、庁議結果の報告、行
事日程等を議題としてｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ以上で構成
する部内会議を開催し、部内の総合調整を
図っている。
【生活安全課】幹事課が中心となって、毎月
第3木曜日に部長・各課長・各課長補佐が出席
し、庁議に付議する案件、各課に周知・連
携・調整が必要な事項について、部内会議を
開催している。
【社会福祉課】部内の連絡調整機能を強化す
るため、幹事課が中心となリ毎月第1月曜日に
部長、各課長、課長補佐及びｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰが出
席し、庁議に付議する案件、行事日程などを
議題とし、部内連絡調整会議を開催してい
る。
【農政課】部内の連絡調整機能を強化するた
め、幹事課が中心となり、部長・各課長・課
長補佐が出席し、庁議後、また必要に応じ連
絡調整会議を開催している。
【水道課】重要案件や調整案件により、随時
関係職員の出席を求めながら調整を図ってい
る。
【教育総務課】教育長、教育次長、各課長、
課長補佐出席のもと、毎月部内会議を開催
し、部内の連絡調整及び教育委員会との調整
を図っている。また、必要に応じ各施設長を
含めた部内会議も開催している。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

部長会議の位置付けを明確にするため、下野
市庁議等規程を改正し、平成20年4月1日から
施行し運用している。

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

平成20年4月に施行した「下野市庁議等規程」
に基づき、引き続き運用している。
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－2－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 実施 ⇒ 検討 実施 ⇒

新たな政策課題に対応したプ
ロジェクトチームを編成し、
人材の有効活用と組織の連携
による横断的取り組み体制を
確立する。

企画財政課
（→総合政
策室）
関係各課

Ａ

3
プロジェクトチー
ムの活用

進捗
状況

具体的な取組状況

【生活課】
・現在運行している「ふれあい号」や「きら
ら号」の送迎バスのあり方なども含めて、総
合的な視点から本市に見合った公共交通シス
テムづくりを検討するため「市内循環ﾊﾞｽ運行
検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」を設置した。
( 設置期間：H20.7.4～ ）
《 平成20年度：5回開催 》
【社会福祉課】
・保健福祉ｾﾝﾀｰ等（ふれあい館・きらら館・
ゆうゆう館）の機能集約について部課横断的
に検討するため「保健福祉センター等の機能
集約検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」を設置し、検討結果を
報告した。
（ 設置期間：H19.11.1～H21.3.31 ）
《 平成20年度：3回開催 》
・(仮称)薬師寺市民ｾﾝﾀｰ建設計画について部
課横断的に検討するため、「(仮称)薬師寺市
民ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」を設置し、検討結果を報
告した。
（ 設置期間：H19.11.1～H21.3.31 ）
《 平成20年度：3回開催 》
【区画整理課】
・仁良川地区土地区画整理事業の課題整理と
対応策の調査・研究、関係機関との調整等を
行うため「仁良川地区土地区画整理事業ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」を設置し、仁良川地区土地区画整
理事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ報告書を提出した。
（ 設置期間：H19.11.14～H21.3.31 )
《 平成20年度：2回開催 》
【建設課】
・下長田地区整備事業に関する事業間の連携
と円滑な事業を図るために「事業推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄﾁｰﾑ」を設置し、事業整備方針等を報告し
た。
（ 設置期間：H20.2.19～H22.3.31 ）
《 平成20年度：1回開催 》

進捗
状況

具体的な取組状況

【生活安全課】
平成21年3月に市内循環ﾊﾞｽ運行の実施等の検
討結果について取りまとめ、市長に報告する
とともにその結果を踏まえて下野市公共交通
検討委員会において検討した。
【建設課】
下長田地区整備事業に関する事業間の連携と
円滑な事業を図るために「事業推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾁｰﾑ」を設置し、事業整備方針等を平成20年度
に報告した。今年度は報告された事業整備方
針等に基づき、事業進捗に関連する担当課で
協議・調整しながら事業を推進している。

Ａ

－2－



－3－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

（２）事務事業の見直し

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 策定 ⇒ 実施 ⇒ 検討 策定 ⇒ 実施 ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
実施

⇒ ⇒ ⇒
検討
実施

⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 策定 実施 ⇒ ⇒ 検討 策定 実施 ⇒ ⇒

Ａ Ａ

企画財政課
（→総合政
策室）

関係各課

3

民間委託や指定管
理者制度活用指針
の策定及び実施
【集中改革プラ
ン】

事務事業全般や公の施設の管
理について、民間委託や指定
管理者制度活用を推進するた
めの指針を平成18年度末まで
に策定し、民間事業者の有効
活用に向けた取り組みを推進
する。

1

総合計画の策定
【集中改革プラ
ン】

新市建設計画を基調に、行政
評価の評価結果を活用し、計
画から実施・評価と改善にい
たるＰＤＣＡサイクルを反映
した総合計画を、平成19年度
末を目途に策定する。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

企画財政課
（→総合政
策室）
関係各課

進捗
状況

2

市単独給付事業の
見直し
【新集中改革プラ
ン】

国の義務・基準が存在しない
現金給付等の事務について、
その水準の妥当性を検証し、
適正水準に向けた見直しを行
う。

進捗
状況

【学校教育課】学校給食調理業務の民間委託
の推進している。
H20：古山小全部委託
（委託状況）
　小学校12校のうち、4校を委託済
　中学校4校のうち、2校を委託済

進捗
状況

具体的な取組状況

平成20年度から本格的に導入した行政評価ｼｽﾃ
ﾑなどにより、市単独給付事業の見直しを随時
進めている。

総合計画基本構想及び前期基本計画を、平成
19年12月に策定し、平成20年度より計画事業
の推進を図っている。

具体的な取組状況

平成20年度から本格的に導入した行政評価ｼｽﾃ
ﾑなどにより、市単独給付事業の見直しを随時
進めている。

具体的な取組状況

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

総合計画基本構想及び前期基本計画を平成19
年12月に策定し、平成20年度より計画された
事業の推進を図っている。

進捗
状況

具体的な取組状況

【学校教育課】学校給食調理業務について民
間委託を推進している。
H21：南河内第二中全部委託
（委託状況）
　小学校12校のうち、4校委託済
　中学校4校のうち、3校委託済
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－4－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

（３）電子自治体の実現を通じた、事務事業の効率化の推進

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
実施

⇒ ⇒ ⇒
検討
実施

⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 実施 ⇒ ⇒ 検討 実施 ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
一部
実施

⇒ ⇒ 検討
一部
実施

⇒ ⇒

Ａ Ａ

企画財政課
（→総合政
策室）

2
庁内文書電子化の
推進

庁内文書の電子化をさらに徹
底させ、紙資源消費の低減と
事務の効率化を図る。

1

庁内・庁舎間通信
ネットワークの活
用

分庁舎方式による機能低下を
補完するための暫定的措置と
して、既存の庁内・庁舎間通
信ネットワークの活用を推進
する。

総務課
企画財政課
（→総合政
策室）

【企画財政課】平成18年度より、順次ｽｷｬﾅｰ付
複合機の設置を開始し、平成20年度末に設置
が完了した。

進捗
状況

具体的な取組状況

【総合政策室】平成18年度より、順次ｽｷｬﾅｰ付
複合機の設置を開始し、平成20年度末に設置
が完了した。

3

電子申請、届出に
関するサービス拡
充の検討

国・県の情報化推進に合わせ
て、各種申請や届出等の電子
化について検討を進める。

企画財政課
（→総合政
策室）

進捗
状況

具体的な取組状況

厳格な個人認証が不要な申請については、可
能なものから「かんたん申請ｼｽﾃﾑ」で順次運
用し、厳格な個人認証が必要な申請について
は、県及び県内自治体とのｼｽﾃﾑの共同利用に
向け検討していたが、共同利用が実現できる
見込みがなくなったため、市地域情報化計画
の見直しのなかで再度検討する。

進捗
状況

具体的な取組状況

厳格な個人認証が不要な申請については、可
能なものから「かんたん申請ｼｽﾃﾑ」で順次運
用し、厳格な個人認証が必要な申請について
は、県及び県内自治体とのｼｽﾃﾑの共同利用に
向け検討していたが、共同利用が実現できる
見込みがなくなったため、市地域情報化計画
の見直しの中で引き続き検討する。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

公共施設の情報系専用回線、基幹系専用線が
設置されたことにより、事務効率の向上とし
てﾈｯﾄﾜｰｸを活用しているが、平成20年度に市
内地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄの構築が完了したことにより、
更なる機能強化が図れる。

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

市地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ上に公共施設間の専用回線が整
備されたことにより様々な事業が検討され
た。平成22年度には市内にﾗｲﾌﾞｶﾒﾗが設置さ
れ、河川の状況や市道ｱﾝﾀﾞｰ内の降雨時の状況
が監視でき、安全確保が更に向上する予定で
ある。

進捗
状況

具体的な取組状況
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－5－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
一部
実施

⇒ ⇒ 検討
一部
実施

⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 検討 ⇒ ⇒ ⇒

Ｃ Ｃ

4

生涯学習施設等の
予約管理システム
の検討

体育施設や各種生涯学習施設
の予約管理システムについて
検討する。

企画財政課
（→総合政
策室）
関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【生涯学習課】公民館施設の予約状況のｲﾝﾀー
ﾈｯﾄ公開を実施。また、県内の同様な施設のｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄ予約ｼｽﾃﾑの調査を実施。
【企画財政課】体育施設・公民館施設の予約
状況のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公開を実施済。

進捗
状況

具体的な取組状況

【生涯学習課】公民館施設の予約状況につい
てｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公開を実施済である。
【総合政策室】体育施設・公民館施設の予約
状況についてｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公開を実施済である。

5
新たな電算化投資
の検討

将来、分庁舎方式から本庁方
式に転換した場合に必要とな
る情報化施設整備について、
二重投資とならないよう配慮
しながら検討する。

企画財政課
（→総合政
策室）

進捗
状況

具体的な取組状況

新庁舎の建設時期と概要等が明確になった段
階で、庁舎建設と電算システム整備との整合
性を図ることになるが、新庁舎の具体的な内
容等が未確定なため、現在も検討は行ってい
ない。

進捗
状況

具体的な取組状況

下野市庁舎建設基本構想が策定され、今後は
基本計画等を策定する予定であるが、新庁舎
の具体的な内容等が未確定なため、現在も検
討は行っていない。
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－6－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

（４）公共施設における行政サービスのあり方の見直し

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

方針
検討

⇒
方針
決定

導入検討
一部導入

方針
検討

⇒
方針
決定

導入検討
一部導入

1

公共施設の統合・
複合化の検討
【新集中改革プラ
ン】

旧３町から引き継いだ類似の
サービスを提供する施設が複
数存在するため、施設の統廃
合・機能集約を念頭に置いた
見直しを行う。また、今後、
より一層の少子・高齢化の進
展が想定されるため、市立保
育園等の統廃合や各種公共施
設の複合施設への移行などに
ついて、民間委託を前提とし
て検討を行う。

企画財政課
（→総合政
策室）
関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【社会福祉課】保健福祉ｾﾝﾀｰ等（ふれあい
館、きらら館、ゆうゆう館）の機能集約につ
いて、部課横断的に検討するため「保健福祉ｾ
ﾝﾀｰ等の機能集約検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」を設置
し、機能集約等の検討を行いその結果を市長
に報告した。
なお、平成20年度は検討会議を3回開催した。
【生涯学習課】図書館及び公民館の機能集約
について、教育委員会内部で組織するﾜｰｷﾝｸﾞ
ｸﾞﾙｰﾌﾟで検討し、公民館については、４館が
それぞれに多様な役割を担うと共に、事務の
効率化と公民館の機能充実を図るため、専決
権を有する専任館長を配置した。また、事務
を効率的に執行するため、４館の事務事業の
取りまとめと連絡調整等を行うため石橋公民
館を幹事館として位置づけた。
図書館については、多様に情報を発信するｾﾝ
ﾀｰ機能を維持しながら、事務の効率化と図書
館の機能充実を図るため、専決権を有する専
任館長を配置した。また、事務を効率的に執
行するため、３館の事務事業の取りまとめと
連絡調整等を行うため石橋図書館を幹事館と
して位置づけた。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

Ｂ

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

【社会福祉課】
・保健福祉ｾﾝﾀｰ（ふれあい館・きらら館・ゆ
うゆう館）の機能集約について、施設運営調
整検討ﾜｰｷﾝｸﾞﾁｰﾑを設置し、温浴施設の統廃
合・機能集約について検討結果を報告した。
（設置期間：H21.10.15～H22.3.25)
《平成21年度：4回開催》
・ふれあい館・きらら館・石橋体育ｾﾝﾀｰのﾄﾚｰ
ﾆﾝｸﾞ事業の機能集約について運営調整会議を
設置し、検討結果を報告した。
（設置期間：H21.10.21～H22.3.10）
《平成21年度：3回開催》
【生涯学習課】
図書館及び公民館の機能集約について、公民
館は4館の機能充実を図るため専決権を有する
専任館長を配置した。また、事務連絡調整等
の効率化のため石橋公民館を幹事館とし、引
き続き運営している。
図書館については、事務の効率化と図書館の
機能充実を図るため専任館長を配置した。ま
た、事務連絡調整等の効率化のため石橋図書
館を幹事館とし、引き続き運営している。 Ｂ
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－7－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 実施 検討 実施 ⇒ 検討 実施 検討 実施 ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ ⇒ 検討 ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ

関係各課2

指定管理者制度の
導入
【新集中改革プラ
ン】

民間の能力を活用しつつ、住
民サービスの向上と経費の削
減等が図れるかどうかを検討
する。なお、管理委託制度を
採用している施設について
は、平成18年9月までに指定管
理者制度に移行し、その他の
施設についても、平成19年度
末までに管理運営のあり方全
般について検討する。

3
市場化テスト導入
可能性の検討

行政サービスや行政内部の管
理業務等について、定常的な
業務を中心に市場化テスト
（官民競争入札制度）の導入
の可能性を検討する。

企画財政課
（→総合政
策室）
関係各課

【企画財政課】市場化ﾃｽﾄの導入について、そ
の可能性を模索しているが、全国でも事例が
少ないこともあり今後も引き続き慎重に検討
していく。

【総合政策室】市場化ﾃｽﾄの導入については、
全国でも導入事例が少なく、本市の状況と比
較検討することが難しい。このため他の方法
による行政ｻｰﾋﾞｽの向上や行政内部の管理業務
等の効率化について検討していく。

進捗
状況

具体的な取組状況

【生活課】平成18年度に指定管理者に指定し
たｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ8施設 (上町、栄町、石橋駅前、
石橋中央、石北1号館、石北2号館、ｸﾞﾘｰﾝﾀｳ
ﾝ、仁良川) の協定期間が平成21年3月31日ま
でとなっているため、12月議会において議決
を得て、地元の推進協議会を指定管理者とし
て指定した。
（指定期間：平成21年4月1日～平成24年3月31
日まで）
【都市計画課】都市公園のうち、ｽﾎﾟｰﾂ施設
（野球場・運動場・ﾃﾆｽｺｰﾄ・ﾌﾟｰﾙ等）などに
ついて、ｽﾎﾟｰﾂ振興課と協議しながら検討を進
める。その他の都市公園等についても先進地
の事例などを調査し検討する。
【農政課】市民農園、農村ﾚｽﾄﾗﾝについては、
指定期間が満了したため再指定した。
（指定期間：平成21年4月1日～平成24年3月31
日まで）
【文化課】ｸﾞﾘﾑの森・館については、指定期
間が満了したため再指定した。
（指定期間：平成21年4月1日～平成24年3月31
日まで）
【商工観光課】物産館淡墨亭について、公募
により新たな指定管理者を指定した。
（指定期間：平成21年4月1日～平成26年3月31
日まで）

進捗
状況

具体的な取組状況

進捗
状況

具体的な取組状況

【生活安全課】ｺﾐｭﾆﾃｲｾﾝﾀｰ友愛館について、
指定期間が満了したため再指定した。
（指定期間：
平成22年4月1日～平成25年3月31日まで）
【文化課】ｸﾞﾘﾑの森・館について、指定期間
中である。
（指定期間：
平成21年4月1日～平成24年3月31日まで）
【農政課】市民農園、農村ﾚｽﾄﾗﾝについて、指
定期間中である。
（指定期間：
平成21年4月1日～平成24年3月31日まで）
【都市計画課】都市公園のうち、ｽﾎﾟｰﾂ施設を
含む３公園（別処山公園、大松山運動公園、
国分寺運動公園）については、平成23年度か
らｽﾎﾟｰﾂ振興課で管理運営を行う予定としてい
る。その他の都市公園等については、一部を
除いて料金収入の無い施設であるため、指定
管理者制度に馴染まないと判断した。

進捗
状況

具体的な取組状況
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－8－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ ⇒ 実施 検討 ⇒ ⇒ 実施

Ａ Ａ

（５）公共事業の実施手法見直しと、地方公営企業・公社の見直し

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ ⇒ 検討 ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 策定 実施 ⇒ 検討 策定 実施 ⇒

Ａ Ａ

4

(財)グリムの里い
しばしの見直し
【新集中改革プラ
ン】

グリムの森・館の管理・運営
方法を、平成20年度末までに
抜本的に見直す。

文化課

進捗
状況

ｸﾞﾘﾑの森・ｸﾞﾘﾑの館の管理運営については、
21年度から23年度についても指定管理制度を
導入し、財団法人ｸﾞﾘﾑの里いしばしを引き続
き指定管理者として指定し経費削減に努め
る。また、ｸﾞﾘﾑの森の管理及び各事業の受付
業務等はﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力を得て運営管理を行
なっていく。
館内ﾚｽﾄﾗﾝは財団の直営方式を見直し、公募に
より営業者を募集する。

進捗
状況

1
公共事業の効果的
手法の検討

公共事業を実施する場合に、
その財源確保と効率的な事業
運営を行うためPFIの導入な
ど、より効率的な手法の導入
を目指した検討を行う。

関係各課
【企画財政課】ＰＦＩ事業の有効性について
先進事例などを元に調査検討をしているが、
ＰＦＩ以外の手法も含め、他自治体の例を参
考に今後も研究を進めていく。

【総合政策室】公共事業の効率的な事業運営
のひとつとしてＰＦＩ等も検討しているが、
今後とも他の自治体等の例を参考に、建設後
の維持管理等も含め検討していく。

2

水道事業の安定給
水の確保と経営の
安定化

安定給水の確保と経営の安定
化を目指すため、水道事業の
経営指針を策定し、安定給水
の確保と経営の安定化を目指
す。

水道課

進捗
状況

具体的な取組状況

現在、栃木県と今後の水道事業の進む方向を
明らかにした地域水道ﾋﾞｼﾞｮﾝについて調整中
であるが、この計画を具体化し健全経営を図
るため、平成24年度を目標年次とした下野市
中期経営計画を策定した。

進捗
状況

具体的な取組状況

現在、栃木県と今後の水道事業の進む方向を
明らかにした地域水道ﾋﾞｼﾞｮﾝについては調整
中であるが、安定した給水の確保と経営の安
定化を目指した健全経営を図るため、平成24
年度を目標年次とした下野市中期経営計画を
策定し推進している。

具体的な取組状況

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

具体的な取組状況

ｸﾞﾘﾑの森・ｸﾞﾘﾑの館の管理運営については指
定管理制度を導入し、財団法人ｸﾞﾘﾑの里いし
ばしを引き続き指定管理者として指定し、経
費削減に努めている。また、ｸﾞﾘﾑの森の管理
及び各事業の受付業務等はﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力を得
て行っている。
館内ﾚｽﾄﾗﾝは、公募によって営業者を選定し、
平成21年7月から営業を開始した。

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況
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－9－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 実施 ⇒ 検討 実施 ⇒

Ｂ Ｂ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 導入済 ⇒ ⇒ ⇒ 検討 導入済 ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 統合済 検討 統合済

検討
実施

実施 ⇒ 検討
実施

実施 ⇒

Ｂ Ｂ

3
下水道事業の健全
経営の確保

事務の民間委託を含めた経営
の合理化に努め、一般会計か
らの繰出金のあり方の見直し
を含む財政基盤の強化を図り
ながら、健全経営を確保する
ことを目指す。

下水道課

進捗
状況

具体的な取組状況

平成25年度までの下水道事業の「中期経営計
画」の中で、健全経営を確保するため、今後
は使用料金等の算定基準を検討する。

経営健全化計画に基づき、使用料の算定基準
について平成21・22年度で検討する。

進捗
状況

具体的な取組状況

4

水道・下水道料金
の一元化及び事務
の民間委託
【集中改革プラ
ン】

水道及び下水道料金の収納率
向上のため、賦課徴収事務を
一元化するとともに、費用対
効果を基本に、開閉栓及び徴
収等の事務の民間委託を平成
18年度導入目標に検討する。

水道課
下水道課

進捗
状況

具体的な取組状況

水道・下水道料金の賦課徴収事務を一元化
し、事務の民間委託を実施している。

進捗
状況

具体的な取組状況

水道・下水道料金の賦課徴収事務を一元化
し、平成18年度から事務の民間委託を実施し
ている。

5

農業公社運営の見
直し
【集中改革プラ
ン】

(財)南河内町農業公社と(財)
国分寺町農業公社の統合後に
検討委員会を組織し、効率的
な運営について検討する。

農政課

進捗
状況

具体的な取組状況

平成18年10月1日に(財）下野市農業公社を設
立し、新たに組織された理事会、評議員会で
の検討のもと、効率的な運営を模索している
が、今後とも引き続き検討を加えていく。

下野市農業公社を設立後、新たに組織された
理事会、評議員会で、効率的な運営を模索し
ているが、今後とも引続き検討を加えてい
く。

進捗
状況

具体的な取組状況

公社の統合

効率的な運営

公社の統合

効率的な運営

公社の統合

効率的な運営

公社の統合

効率的な運営

公社の統合

効率的な運営

公社の統合

効率的な運営

公社の統合

効率的な運営

公社の統合

効率的な運営
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－10－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

（６）行政評価（PDCAｻｲｸﾙ）手法の導入・活用

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 一部試行 導入 ⇒ 検討 一部試行 導入 ⇒

検討 導入 ⇒ 検討 導入 ⇒

Ａ Ａ

２．受益と負担の見直しと協働の推進

（１）課税の適正化と使用料・手数料の見直し

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ 実施 検討 ⇒ 実施

検討 実施 検討 実施

Ａ Ａ

1

行政評価システム
の確立
【集中改革プラ
ン】

市が行う事務事業について、
その有効性、効率性を一定の
指標を用いて評価する「行政
評価システム」を平成18年度
から検討・研修を始め、平成
19年度で一部試行的に、平成
20年度から全事務事業を対象
に導入する。また、成果重
視、経営意識、説明責任の観
点と、住民満足度の高い行政
サービス提供のため、第三者
機関による事務事業の評価を
取り入れたシステムを検討す
る。

企画財政課
（→総合政
策室）

平成19年度から導入した行政評価ｼｽﾃﾑにより
平成20年度も事務事業の評価を行ったが、行
政評価ｼｽﾃﾑの確立に向けて引き続き検討を加
えている。
また、事務事業の内部評価の客観性と評価内
容の透明性・信頼性を確保することを目的と
し、第三者（市民）評価制度を平成20年度か
ら導入し、30事業の事務事業について実施し
た。

進捗
状況

具体的な取組状況

1
税や料金水準の統
一

国民健康保険税、都市計画
税、水道料金など、市として
の均一化が図られていないも
のについて、その水準の統一
を図る。

保険年金課
（→市民
課）
税務課
水道課
関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【税務課】都市計画税の税率を、平成20年度
課税分から0.25％に統一した。
【市民課】国民健康保険税の税率を、平成20
年度課税分から統一した。
【水道課】水道料金審議会の答申を受け、6月
議会に料金改正案を提案し、10月1日からの料
金統一を図る予定。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

行政評価ｼｽﾃﾑについては、平成19年度より導
入し、平成21年度も事務事業の評価を行って
いるが、行政評価ｼｽﾃﾑの確立に向けて引き続
き検討を加えている。さらに予算との連動と
利便性の更なる向上を図るため、庁内ＬＡＮ
に組込む検討を行っている。
また、事務事業の内部評価の客観性・透明
性・信頼性を確保することを目的とし、第三
者(市民)評価を引き続き実施した。

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

【水道課】水道料金審議会の答申を受けて、6
月議会での料金改定を経て、10月1日からの料
金の統一化を図った。

行政評価システム

第三者評価システム

国保税、都市計画税等

水道料金

行政評価システム

第三者評価システム

国保税、都市計画税等

水道料金

行政評価システム

第三者評価システム

国保税、都市計画税等

水道料金

行政評価システム

第三者評価システム

国保税、都市計画税等

水道料金

行政評価システム

第三者評価システム

国保税、都市計画税等

水道料金

行政評価システム

第三者評価システム

国保税、都市計画税等

水道料金

行政評価システム

第三者評価システム

国保税、都市計画税等

水道料金

行政評価システム

第三者評価システム

国保税、都市計画税等

水道料金
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－11－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 実施 ⇒ 検討 実施 ⇒

Ｂ Ｂ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒
検討
実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ａ

2
前納報奨金の見直
し

前納報奨金など、税の趣旨に
かんがみて課題の大きい制度
に関して、早急に見直しを図
る。

税務課

進捗
状況

具体的な取組状況

【税務課】交付率、限度額の見直し、前納額
の見込み等について、資料等の収集を行い、
平成22年度から実施の予定とし、引き続き検
討していく。

進捗
状況

具体的な取組状況

【税務課】前納報奨金の交付率、限度額の見
直し等について、資料等の収集を行い引き続
き検討している。

3

市税収納率の向上
【集中改革プラ
ン】

新たな徴収体制や徴収強化策
を研究し、市税の徴収率を平
成16年度の３町平均93.9％か
ら、平成21年度末に94.1％に
引き上げることを目標とす
る。

税務課

進捗
状況

具体的な取組状況

【税務課】地方税徴収特別対策室が設置され
成果を挙げている。今後は徴収強化期間に市
民課国保担当と共に滞納整理を行う予定であ
るが、昨年の暮頃から離職や倒産による滞納
が目立ち、今後は厳しい状況が予想される。
（平成19年度決算値：94.1%）

進捗
状況

具体的な取組状況

【税務課】地方税徴収特別対策室が設置され
成果を挙げている。今後とも徴収強化期間に
市民課国保担当と共に滞納整理を行う予定で
ある。
また、平成22年4月より収納率向上の一環とし
てｺﾝﾋﾞﾆ収納を実施予定である。しかし、景気
低迷の中で離職や倒産による滞納が目立つほ
か、税収見込みも減少し、今後は厳しい状況
が予想される。
（平成20年度決算値：94.2%）

4

使用料・手数料の
適正化
【集中改革プラ
ン】

使用料・手数料・負担金など
の既存の算定基準を検証し、
事務事業費用に見合う、より
適正な算定基準を随時設定す
る。

関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【下水道課】平成21年9月議会において、下水
道料金審議会設置条例の提案を行う予定。以
後、委員（公募を含む）の選出をし、「中期
経営計画書」を基に使用料金等の算定基準を
検討する予定。

進捗
状況

具体的な取組状況

【下水道課】上下水道料金審議会を平成22年2
月に設置し、使用料等の算定基準について平
成21・22年度で検討していく。
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－12－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

（２）補助金等の整理合理化と協働型社会の構築

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検討 ⇒ 実施 ⇒ 検討 ⇒ 実施 ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
検討
実施

⇒ 検討
検討
実施

⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
推進

⇒ ⇒ ⇒
検討
推進

⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

企画財政課
（→財政
課）

関係各課

1

類似団体の統廃合
促進及び外部意見
を取り入れた補助
金の公正な見直し
【集中改革プラ
ン】

合併時までに統廃合が適わな
かった公共的類似団体につい
ては、引き続き統廃合の働き
かけを行う。また、前例や慣
行にとらわれず、適正かつ公
正に補助金を見直すため、第
三者を登用した検討委員会を
組織して、平成19年度末まで
に検討する。

2
市民が担う公共
サービスの拡充

市民や自治会など、地域社会
を事業主体とする業務・事業
制度を検討する。

関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【建設課】「愛ﾛｰﾄﾞしもつけ」活動を実施
済。市と地域住民等が連携・協力して道路美
化活動を行う。現在、3団体41社登録済。
【都市計画課】「愛ﾊﾟｰｸしもつけ」活動を平
成21年度から実施予定。市と地域住民等が連
携・協力して公園の美化活動を行う。

進捗
状況

具体的な取組状況

【建設課】「愛ﾛｰﾄﾞしもつけ」活動を昨年に
引き続き実施した。
【都市計画課】「愛ﾊﾟｰｸしもつけ」活動を実
施済。市と地域住民等が連携・協力して公園
の美化活動を行った。現在4団体が登録済であ
る。

3

自治会組織等との
連携
【集中改革プラ
ン】

自助、互助、公助の範囲を研
究し、市民(自治会・コミュニ
ティ組織・団体)と行政の役割
を見直し、市民と行政による
協働のまちづくりを推進す
る。

生活課（→
生活安全
課）
関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【生活課】平成20年4月に自治会長会議、12月
には下野市自治会長連絡協議会と市長との懇
談会を開催し、市政の近況報告や意見交換会
を実施した。

進捗
状況

具体的な取組状況

【生活安全課】平成21年4月に自治会長会議、
12月には下野市自治会長連絡協議会と市長と
の懇談会を開催し、市政の近況報告や意見交
換会を実施した。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

【税務課】法人会は上部組織の商工会が未統
合のため進展していない。
【財政課】補助金等の見直しについて、「市
各種団体等の補助金の交付に関する基準」を
制定し、平成20年4月1日付けで施行した。平
成20年度中に調整を行い、平成21年度予算か
ら補助基準を適用した。
【商工観光課】商工会合併に向けて、３商工
会職員による合併研究会、視察研修会を開催
してきたが、平成21年度は各商工会理事会で
の合併推進の容認を受け、それぞれの商工会
総会において、会員の合併合意を得ることに
より「商工会合併推進協議会」の設置を予定
している。設置後は、随時、協議会を開催
し、検討を重ね、合併時期を平成23年と想定
し、「商工会合併協議会」の実現を図る。

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

【財政課】補助金等の見直しについては、
「下野市各種団体等の補助金の交付に関する
基準」を制定し、平成20年4月に施行した。平
成20年度中に調整を行い、平成21年度予算か
ら新たな補助基準を適用した。
【商工観光課】商工会の合併については、合
併の時期等を含めた検討の場として「商工会
合併推進協議会」が設置されているが、３商
工会の合意形成が図れていない状況である。

類似団体への働きかけ

補助金の見直し

類似団体への働きかけ

補助金の見直し

類似団体への働きかけ

補助金の見直し

類似団体への働きかけ

補助金の見直し

類似団体への働きかけ

補助金の見直し

類似団体への働きかけ

補助金の見直し

類似団体への働きかけ

補助金の見直し

類似団体への働きかけ

補助金の見直し
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－13－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ ⇒ 検討 ⇒ ⇒

Ｂ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
実施

⇒ ⇒
検討
実施

⇒ ⇒

Ａ Ａ

4
団塊の世代の人材
活用

いわゆる団塊の世代の有する
豊富な経験と専門的知識・技
術等を、まちづくりに活かす
仕組みを検討する。

生活課（→
生活安全
課）
社会福祉課
生涯学習課
関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【生涯学習課】市民力養成講座で「団塊世代
の地域ﾃﾞﾋﾞｭｰ講座」を開催。生涯学習情報ｾﾝ
ﾀｰでは団塊の世代を含む市民活動団体の組織
の立ち上げと活動を支援した。
【企画財政課】県及び県内自治体及び関係団
体で組織する「“とちぎ暮らし”推進協議
会」に参加し、参加団体の先進事例等の情報
収集を引き続き行いながら、団塊の世代対策
の検討を行っている。

進捗
状況

具体的な取組状況

【生涯学習課】団塊世代の人材活用の推進を
図るため、団塊世代を対象としたｱﾝｹｰﾄ調査を
実施した。
また、「下野市の協働のまちづくり」を目指
した団塊世代の人材活用に関する活性化方策
について、社会教育委員会へ諮問し、年度末
に市教育委員会へ答申があった。平成22年度
より答申内容を検討し、各種事業を展開する
予定である。

5 出前講座の拡充

職員が講師を務める出前講座
のメニューの充実に努め、市
民へ情報提供することによ
り、市政への関心を高めると
ともに、職員の説明責任能力
の向上を図る。

生涯学習課
全課

進捗
状況

具体的な取組状況

【生涯学習課】市民団体等の要請により、職
員を派遣し各種講座を実施した。
平成20年度は3講座を開催。

進捗
状況

具体的な取組状況

【生涯学習課】市民団体等の要請により、職
員を派遣し各種講座を実施した。
平成21年度は2講座を開催した。
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－14－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

３．組織・定数・給与の見直し

（１）職員数・臨時職員数の見直し

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

策定 策定

実施 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

1

定員適正化計画の
策定
【集中改革プラ
ン】

地方分権や新たな行政ニーズ
を見据えた定員適正化計画を
策定し、一層の適正な定員管
理に努める。特に、平成21年
度末までに、退職者総数の1/2
を不補充とし、平成17年度当
初と比較して一般職員数28名
（6.1％）減少させることを目
標とし、平成21年度末時点で
一般職員数430人未満の体制を
目指す。

総務課

進捗
状況

具体的な取組状況

定員適正化計画に基づき実施中。
（平成20年度の実績）
計画値：441人（▲4.96％）
実績値：436人（▲6.03％）
（ただし、本計画には教育長と再任用職員が
含まれる）

2
早期退職勧奨制度
の充実

職員数の削減を進めるため、
早期退職勧奨制度を充実し、
その活用を推進する。

総務課
実施期間を平成20年度から平成22年度とする
新たな早期退職特例制度取扱要綱に基づき実
施中である。

進捗
状況

具体的な取組状況

実施期間を平成20年度から平成22年度とする
新たな早期退職特例制度取扱要綱に基づき、
引き続き実施中である。

3
臨時職員、非常勤
職員等の活用

人件費抑制の観点から、再任
用制度や非常勤・臨時職員の
適正な活用を推進し、職員・
臨時職員トータルでみた人件
費の削減を目指す。

総務課

進捗
状況

具体的な取組状況

再任用職員・臨時職員の人件費を一括計上
し、人件費の削減を図るとともに、再任用職
員や非常勤・臨時職員の適切な配置を行って
いる。

進捗
状況

具体的な取組状況

再任用職員・臨時職員の人件費を一括計上
し、人件費の削減を図るとともに、再任用職
員や非常勤・臨時職員の適切な配置を行って
いる。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

定員適正化計画に基づき実施中である。
（平成21年度の実績）
　計画値：434人（▲6.47％）
　実績値：428人（▲7.76％）
（ただし、本計画には教育長と再任用職員が
含まれる。）

定員適正化計画の策定

計画の推進

定員適正化計画の策定

計画の推進

定員適正化計画の策定

計画の推進

定員適正化計画の策定

計画の推進

定員適正化計画の策定

計画の推進

定員適正化計画の策定

計画の推進

定員適正化計画の策定

計画の推進

定員適正化計画の策定

計画の推進
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－15－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

（２）給与の適正化と定員・給与の公表

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 導入 ⇒ 検討 導入 ⇒

Ｂ Ａ

1
給与制度・運用・
水準の適正化

国や他の地方公共団体の制度
との均衡を図りながら、その
適正化を推進する。

総務課新給与制度を導入済である。

進捗
状況

具体的な取組状況

2

定員・給与等の積
極的公表
【集中改革プラ
ン】

定員、給与水準、退職金など
に関する情報について、市
ホームページや広報により、
市民にわかりやすく積極的に
公表する。

総務課

進捗
状況

具体的な取組状況

市独自の様式では、平成20年12月1日発行の広
報誌しもつけ12月号で、人事行政運営等の状
況を公表し、総務省の統一様式では、市ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ、栃木県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、総務省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで給
与・定員管理等を公表した。

市独自の様式では、平成21年12月1日発行の広
報誌しもつけ12月号で、人事行政運営等の状
況を公表し、総務省の統一様式では、市ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ、栃木県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、総務省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで給
与・定員管理等を公表した。

3

人事評価制度の導
入
【集中改革プラ
ン】

職員の勤務成績を適切に評価
する手法について、できるだ
け早い時期の導入を目指す。

総務課

進捗
状況

具体的な取組状況

進捗
状況

具体的な取組状況

人事評価ﾏﾆｭｱﾙに基づき、被評価者及び評価者
を対象とした研修を実施し、人事評価の試行
を行った。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

職員ｱﾝｹｰﾄ、ﾄｯﾌﾟﾋｱﾘﾝｸﾞを実施するとともに、
人事評価検討委員会や人事評価作業部会を設
置し、人事評価制度の施行に向け、詳細な検
討を行い、人事評価ﾏﾆｭｱﾙ（試行用）を作成し
た。

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

新給与制度を導入済である。

進捗
状況

具体的な取組状況
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－16－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

（３）人材育成の推進

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

策定 実施 ⇒ ⇒ 策定 実施 ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒

Ｂ Ａ

1

人材育成基本方針
の策定
【集中改革プラ
ン】

人事管理・組織風土・職員研
修などを柱とした、職員の人
材育成に関する基本方針を平
成18年度末までに策定する。

総務課

平成19年11月、下野市人材育成基本方針を策
定済。
職員の自己能力の開発と向上を図るため、
「資格取得・自主研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動支援要綱」
を策定した。

平成19年11月、下野市人材育成基本方針を策
定済。
職員の自己能力の開発と向上を図るため、
「資格取得・自主研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動支援要綱」
を策定し運用している。

2
専門性を持った職
員の養成

庁内外の研修を通じて、事
業・サービスの企画立案や管
理を中心とした専門性を持つ
職員の養成を図る。

総務課
「法務専門」「政策形成」「対人能力開発」
「内部講師養成」などに代表される研修に出
席させ、専門性を養っている。

進捗
状況

具体的な取組状況

3
若手職員や女性職
員の登用拡大

意欲と能力のある若手職員や
女性職員などについて、管
理・監督職や政策形成部門へ
の積極的登用を図る。

総務課

進捗
状況

具体的な取組状況

人事異動に伴う昇任昇格の中で、参事（課長
級）昇任者7名のうち1名、副参事（課長級）
昇任者13名のうち2名、課長補佐昇任者33名の
うち16名、計19名の女性職員の登用が図れ
た。

進捗
状況

具体的な取組状況

人事異動に伴う昇任昇格の中で、副参事（課
長級）昇任者6名のうち3名、課長補佐昇任者
33名のうち18名、計21名の女性職員の登用を
図った。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

進捗
状況

具体的な取組状況

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

「法務専門」「政策形成」「対人能力開発」
「内部講師養成」などの研修に出席させ、引
き続き専門性を養っている。
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－17－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

（４）庁内組織の見直し

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
一部
実施

実施 ⇒ 検討
一部
実施

実施 ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 導入 ⇒ ⇒ 検討 導入 ⇒ ⇒

Ａ Ａ

（５）職員の意識改革の推進

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ

1 組織機構の見直し

合併後の実情に見合った弾力
的な組織機構の見直しを行
い、事務分掌を不断に再検討
することによって、行政運営
の機動性を高めることを目指
す。

総務課

総合政策室の設置、企画財政課を財政課に、
生活課を生活安全課に改称、保険年金課を廃
止し全ての業務を配置換え、環境課の業務の
一部を配置換えするなどの組織機構の再編を
行った。

2

グループ(担当)制
の導入
【集中改革プラ
ン】

市民の多様なニーズに対応で
きるグループ(担当)制を平成
18年度に検討、平成19年度か
ら導入する。なお、導入にあ
たっては、管理監督者の資質
向上を図る。

総務課

進捗
状況

具体的な取組状況

進捗
状況

具体的な取組状況

平成19年4月1日から運用中である。

1 職員研修の充実

職員の意識改革を進め、判断
力と行動力を備えた創造性豊
かな職員を育成するため、研
修の充実を図る。

総務課

人材育成基本方針の新時代に向けた人材育成
施策の一環とした、初級職員実務体験発表会
を実施した。
（実務体験発表者：6名）

前年度に引き続き初級職員実務体験発表会を
実施した。
（実務体験発表者：6名）

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

平成19年4月1日から運用中である。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

議会事務局に議事課を設置し、総合政策室に
秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟと新庁舎建設のため庁舎整備ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟを新設するなどの組織機構の改編を行っ
た。

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況
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－18－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
実施

⇒ ⇒
検討
実施

⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
実施

実施 ⇒
検討
実施

実施 ⇒

Ｂ Ｂ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 策定 実施 ⇒ 検討 策定 実施 ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

策定 実施 ⇒ ⇒ ⇒ 策定 実施 ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

2
職員提案制度の創
設と活用

政策提言から業務の改善ま
で、職員の提案がきちんと行
政運営に反映されるよう提案
制度を構築する。

企画財政課
（→総合政
策室）

進捗
状況

具体的な取組状況

進捗
状況

平成21年9月に提案を募集し、9件の応募が
あった。審査の結果、5件の提案を採用した。
なお、平成22年度において、応募件数の増加
等を図るため制度の見直しを検討していく。

3
人事異動自己申告
制度の見直し

適材適所の人事配置に努める
ため、現在の自己申告制度の
見直しを行う。

総務課

進捗
状況

具体的な取組状況

自己申告制度の改善を図った。

進捗
状況

具体的な取組状況

平成21年度に自己申告制度の改善を図った
が、より内容を向上させるため検討を加えて
いる。

4
法令遵守推進条例
の制定

職員の職務に係る法令遵守と
倫理の保持体制を整備するた
め、関係条例を制定する。

総務課

進捗
状況

具体的な取組状況

「下野市長等倫理条例」、「下野市職員倫理
条例」及び「下野市職員等の公益通報に関す
る要綱」を制定し、平成20年4月1日から施行
している。

進捗
状況

具体的な取組状況

「下野市長等倫理条例」、「下野市職員倫理
条例」及び「下野市職員等の公益通報に関す
る要綱」を制定し、平成20年4月1日に施行し
運用している。

5
不当要求行為等に
対する対応

公正な行政を確保するため、
利害関係者等からの不当な要
求に対する対策要綱に基づ
き、引き続き適切に対応す
る。

総務課

進捗
状況

具体的な取組状況

不当要求防止責任者を選任し公安当局に報告
するとともに、連絡強化を図っている。

進捗
状況

具体的な取組状況

不当要求防止責任者を選任し、不当要求防止
責任者講習を受けるなど、県暴力追放県民ｾﾝ
ﾀｰ等との連絡強化を図っている。

平成20年9月に提案を募集し、9件の応募が
あった。審査の結果、3件の提案を採用した。

具体的な取組状況
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－19－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

４．財政改革の推進

（１）財政情報の適切な公開

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

公表 ⇒ ⇒ ⇒ 公表 ⇒ ⇒ ⇒

検討 公表 ⇒ 検討 公表 ⇒

Ａ Ａ

（２）財政指標の設定

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

設定
公表

⇒ ⇒ ⇒
設定
公表

⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

企画財政課
（→財政
課）

2
バランスシート等
の公表

バランスシートや行政コスト
計算書、資金収支計算書、純
試算変動計算書等を作成し公
表することを通じて、民間事
業的視点から見た財政情報の
提供を図る。

企画財政課
（→財政
課）

進捗
状況

具体的な取組状況

1
適切な情報提供の
実施

市民の市財政への関心を高め
るために、財政状況と今後の
見通しについて適切な情報提
供を行い、行政改革と施策の
推進に向けた市民と行政の意
識の共有を図る。

1 財政指標の公表

事業の着実な推進と健全性の
バランスを確保するため、財
政指標を設定し公表する。
経常収支比率　90％未満
実質公債費比率　18％未満
起債残高　358億円以下

企画財政課
（→財政
課）

決算特集号で「実質公債費比率」「経常収支
比率」等の財政指標を公表し、県内他市との
比較表を掲載している。平成20年度について
は、財政健全化法に基づく「実質赤字比率」
「連結実質赤字比率」など、4つの指標を公表
した。
（平成19年度決算）
経常収支比率　　88.3%
実質公債費比率　15.0%
起債残高　  　　336億円

決算特集号において前年同様「実質公債費比
率」「経常収支比率」等の財政指標を公表
し、県内他市との比較表を掲載した。
また、財政健全化法に基づく「実質赤字比
率」「連結実質赤字比率」など4つの指標を公
表した。
（平成20年度決算）
経常収支比率　　 85.4%
実質公債費比率　 13.9%
起債残高　　 　　327億円

進捗
状況

具体的な取組状況

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

市の財政状況等については、予算特集号・決
算特集号や市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公表し、市民への
情報提供を行っている。

国の作成基準に基づき、平成21年秋頃を目途
に特別会計や関連団体等も含む連結ﾍﾞｰｽでﾊﾞﾗ
ﾝｽｼｰﾄなど４表の公表が義務づけられているた
め、関係各課と計画的に準備を進めている。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

【財政課】市の財政状況等について、予算特
集号・決算特集号や市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公表し、
引続き市民への情報提供を行っている。

進捗
状況

具体的な取組状況

国の作成基準に基づき、平成21年12月1日付け
で、特別会計や関連団体等も含む連結ﾍﾞｰｽで
ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄなど4表の公表を「平成20年度決算特
集号」で行い、併せて市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載し
た。

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

バランスシート

行政コスト計算書等

バランスシート

行政コスト計算書等

バランスシート

行政コスト計算書等

バランスシート

行政コスト計算書等

バランスシート

行政コスト計算書等

バランスシート

行政コスト計算書等

バランスシート

行政コスト計算書等

バランスシート

行政コスト計算書等
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－20－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ 策定 公表 検討 ⇒ 策定 公表

Ａ Ａ

（３）歳入・歳出の適正化

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
実施

⇒ ⇒ ⇒
検討
実施

⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
検討
実施

⇒ ⇒ 検討
検討
実施

⇒ ⇒

Ａ Ａ

企画財政課
（→財政
課）
関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【企画財政課】総合計画との整合性を図った
「下野市中期財政計画」を平成21年3月に作成
した。平成21年度に公表する予定である。

進捗
状況

具体的な取組状況

【財政課】平成21年3月に総合計画との整合性
を図った「下野市中期財政計画（H21～23）」
を作成し、5月に広報・市HPで公表した。平成
22年3月には、新たに平成23～25年度までの
「改訂版」を作成した。

事務事業の見直し等を通じ
て、公共料金や利用料収入の
増を図るとともに、現金給付
事業費の削減を図り、一般会
計・特別会計ともに、歳入・
歳出の適正化を通じた財政の
健全化を図る。

2

財政健全化に向け
た計画の策定
【集中改革プラ
ン】

新市建設計画の実施に必要な
経費等を反映し、限られた財
源の中で、安定した行政サー
ビスの提供を前提とした財政
計画を、総合計画と平行して
平成20年度末までに策定す
る。

企画財政課
（→財政
課）
全課

2

有料広告の掲載
【新集中改革プラ
ン】

ホームページ、封筒等への有
料広告の掲載など、あらゆる
分野において柔軟な発想で各
種歳入の確保に努める。

秘書広報課
（→総合政
策室）
関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【秘書広報課】
平成19年6月に有料広告取扱要綱及び有料広告
掲載基準運用規程を施行し、現在運用中であ
る。
平成20年度有料広告掲載決定件数
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　　　　  3件
広報しもつけ　　　　7件
市民課窓口用封筒　　1件（寄付）

1

歳入・歳出の適正
化を通じた財政の
健全化

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

【企画財政課】市財政の健全化のため、歳入
と歳出を勘案した各種事務事業の見直し方法
等の検討をした。
平成21年度予算編成においては、前年度に引
き続き、各種事務事業の優先度設定により、
事業評価結果に基づく事業の見直しがされ
た。

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

 【財政課】市財政の健全化のため、引き続き
歳入と歳出を勘案した各種事務事業の見直し
を検討をした。
平成22年度予算編成においては、前年度に引
き続き各種事務事業の優先度設定により、事
業評価結果に基づく事業の見直しを行った。

進捗
状況

具体的な取組状況

【総合政策室】
平成19年6月に有料広告取扱要綱及び有料広告
掲載基準運用規程を施行し、運用中である。
(平成21年度有料広告掲載決定件数)
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　    2件
　広報しもつけ    1件
　窓口用封筒      1件（寄附）
　事務用封筒      1件（寄附）
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－21－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 検討 ⇒ ⇒ ⇒

Ｂ Ａ

（４）予算査定の改革

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 実施 ⇒ 検討 実施 ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ 実施 検討 ⇒ 実施

Ｓ Ａ

管財課

1 予算査定の改革

施策横断的な視点による事業
の取捨選択や優先度設定を行
い、これに基づく予算査定を
実施し、政策的な観点による
重点化と財政の健全性の維持
の両立を目指す。

3
未(低)利用財産の
適正管理

未(低)利用市有財産等の売
却、貸与等を含めた適正管理
と有効活用を検討する。

企画財政課
（→財政
課）

進捗
状況

具体的な取組状況

2
部への予算配分の
検討

企画財政課が一括管理してい
る予算を、各部に枠配分し、
部の責任と裁量で予算編成か
ら執行をできるように検討す
る。

企画財政課
（→財政
課）

各部の権限と責任に基づく主体的予算編成と
するため、経常的経費は前年度当初予算以内
の枠配分とし、投資的経費については、各部
に枠配分により配分額を定めた。

財産台帳をもとに、継続して公有財産検討委
員会において、売却を基本に検討していく。
（平成20年度売却実績　0件、ただし、調整中
1件）

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

平成20年度予算編成より、総合計画に基づく
優先度の事業評価結果を参考に予算査定を
行っている。

進捗
状況

具体的な取組状況

進捗
状況

具体的な取組状況

公有財産検討委員会において、売却を基本に
引き続き検討している。
(平成21年度売却実績　2件)

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

平成20年度予算編成より、総合計画に基づく
優先度の事業評価結果を参考に予算編成を
行っている。

進捗
状況

具体的な取組状況

各部の権限と責任に基づく主体的予算編成と
するため、経常的経費は前年度当初予算以内
の枠配分とし、投資的経費については、各部
に枠配分により配分額を定めている。
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－22－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

（５）公共工事等発注プロセスの改革

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ 構築 反映 検討 ⇒ 構築 反映

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討
一部
導入

⇒ 検討
一部
導入

⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ 策定 検討 ⇒ 策定

Ａ Ｂ

1

入札制度の合理化
と透明化
【集中改革プラ
ン】

多様な入札制度の調査研究を
行い、公平、公正性の高い制
度の導入を図る。また、導入
された制度全般について、そ
の有効性、妥当性について評
価するシステムを平成20年度
末までに構築する。

管財課

進捗
状況

具体的な取組状況

入札制度について、有効性、妥当性について
評価する入札適正化委員会を設置し平成21年
度より実施する。

2
電子入札制度の導
入

公共事業の入札の透明性、コ
ストの低廉化、事務の効率化
を図るため、電子入札システ
ムを導入する。

管財課

進捗
状況

具体的な取組状況

電子入札について、平成20年度より実施済み
である。

進捗
状況

具体的な取組状況

電子入札について、平成20年度より実施済
み。

3
公共工事コスト縮
減行動計画の策定

建設工事のコスト縮減のため
の具体的方策をまとめた「公
共工事コスト縮減行動計画」
を策定する。

管財課

進捗
状況

具体的な取組状況

現在、県内先進地の取扱等を調査・研究中で
ある。

進捗
状況

具体的な取組状況

前年度に引き続き、県内先進地の取扱等につ
いて調査・研究中である。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在） 実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

入札適正化委員会を平成21年6月に設置した。
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－23－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 実施 ⇒ ⇒ 検討 実施 ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 ⇒ 実施 検討 ⇒ 実施

Ａ Ａ

５．市民と行政の対話の推進

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

4
成果品の電子納品
制度の導入

成果品の品質保持及びデータ
利用を容易にするとともに、
保管スペースの削減を図るた
め、電子納品制度の導入を検
討する。

管財課

進捗
状況

具体的な取組状況

実施中。

進捗
状況

具体的な取組状況

平成19年度に導入済みである。

5
請負工事の工事成
績評定の見直し

請負・業務委託について、成
績評定制度の見直しを行な
う。

管財課

進捗
状況

具体的な取組状況

成績評定制度の見直しを行い、平成21年度よ
り実施する。

進捗
状況

具体的な取組状況

平成21年度から見直した成績評定制度を運用
している。

1
ホームページ等の
充実

市広報やホームページを活用
した市政情報の提供を充実す
る。

秘書広報課
（→総合政
策室）
全課

【秘書広報課】誰もが見やすく使いやすいﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞを作成するための「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ」に基づいた運用を行い、内容の充実を
図っている。

進捗
状況

具体的な取組状況

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

【総合政策室】誰もが見やすく使いやすいﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞを作成するため、「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ」に基づく運用を引続き行っているととも
に、内容の充実を図っている。
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－24－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

策定
導入
運用

運用 ⇒ ⇒ 策定
導入
運用

運用 ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 運用 ⇒ ⇒ ⇒ 検討 運用 ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

検討 運用 ⇒ ⇒ ⇒ 検討 運用 ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

2

パブリックコメン
ト手続きの導入
【集中改革プラ
ン】

政策決定や計画策定の過程で
市民の方々から意見を募集、
提出された意見を考慮して意
思決定を行う、パブリックコ
メント手続きを導入する。

秘書広報課
（→総合政
策室）

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続きを導入済。
平成20年度ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施案件　4件

制度に基づき運用中である。
（平成21年度ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施案件　3件）

3
審議会等委員の公
募

各種審議会や委員会の委員に
ついて、意欲ある市民の市政
参画を進めるため、委員の公
募を積極的に行う。

企画財政課
（→総合政
策室）
関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【企画財政課】審議会等委員公募要綱にもと
づき運用し、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で公募状況を公表し
ている。

進捗
状況

具体的な取組状況

【総合政策室】審議会等委員公募要綱に基づ
き引続き運用し、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で公募状況を公
表している。

4
審議会等への女性
委員の積極的登用

審議会等の委員に女性を積極
的に登用し、政策形成、意思
決定の場における女性の参画
を推進する。

企画財政課
（→総合政
策室）
関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

下野市審議会等委員選任指針にもとづき運用
中。
(平成21年4月現在の女性委員の比率：26.9%)

進捗
状況

具体的な取組状況

下野市審議会等委員選任指針に基づき運用中
である。
（平成22年4月現在の女性委員の比率：
26.2%）

秘書広報課
（→総合政
策室）

進捗
状況

具体的な取組状況

市政懇談会「市長のいきいきﾀｳﾝﾄｰｸ」を前
期・後期と年2回、南河内地区・国分寺地区・
石橋地区の3地区の会場で開催した。
（前期開催）
　　平成20年6月26・27・28日の3日間
　　参加者数　　　174名
　　意見等の件数　47件
（後期開催）
　　平成21年2月1・2・3日の3日間
　　参加者数　　　100名
　　意見等の件数　34件

進捗
状況

具体的な取組状況

○市政懇談会「市長のいきいきﾀｳﾝﾄｰｸ」を前
期・後期の年2回、南河内・国分寺・石橋の3
地区で開催した。
（前期開催）平成21年7月2・3・4日の3日間
　参加者数：95名　意見等の件数：48件
（後期開催）平成22年1月28・29・30日の3日
間
　参加者数：75名　意見等の件数：26件
○市長が市内で活動している団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟの
方々と会食しながら、気軽な雰囲気で特定の
ﾃｰﾏを中心に懇談する「市長といきいきﾗﾝﾁﾄｰ
ｸ」を開始した。
H21年11月12日：下野市を元気にする会　11名
H21年12月17日：むくの木　8名
H22年 1月27日：親子ｻﾎﾟｰﾄ「未来」　4名
H22年 2月18日：食と健康財団　5名

5 市政懇談会の充実

市民と行政の多様な対話の機
会を確保するため、市政懇談
会「市長のいきいきタウン
トーク」を開催する。

進捗
状況

具体的な取組状況

進捗
状況

具体的な取組状況
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－25－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

策定 ⇒ 実施 ⇒ 策定 ⇒ 実施 ⇒

Ａ Ａ

６．広域的な行政の推進

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

調整 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 調整 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Ａ Ａ

企画財政課
（→総合政
策室）

平成19年度に男女共同参画ﾌﾟﾗﾝを策定し、平
成20年度より各種事業を推進している。ま
た、市広報紙に啓発情報の掲載や講演会の開
催、さらに男女共同参画情報誌を発行し啓発
等に取り組んでいる。

具体的な取組状況

進捗
状況

進捗
状況

具体的な取組状況

男女共同参画ﾌﾟﾗﾝに基づき各種事業を推進し
ている。市広報紙への啓発情報の掲載、講演
会の開催、さらに男女共同参画情報紙を発行
し啓発等に引き続き取組んでいる。情報紙の
市内事業所等への配置を新たに実施した。
男女共同参画啓発用ﾊﾟﾈﾙを作成し、男女共同
参画週間に合わせて公共施設に設置して啓発
活動を実施する予定である。

企画財政課
（→総合政
策室）
関係各課

進捗
状況

具体的な取組状況

【総合政策室】小山地区広域行政推進協議会
や県央首長懇談会などによる周辺市町との連
携、さらに栃木小山定住圏推進協議会や県南
部地方拠点都市推進協議会などと連携し、県
南部地域の広域行政の連絡調整等を図ってき
たが、国の制度改正により、小山地区広域行
政推進協議会及び栃木小山定住圏推進協議会
が平成21年度中に解散となった。今後は協議
会にかかわらず、国の新制度である「定住自
立圏構想」などにより、引き続き周辺市町と
の連携を検討していく。

2
県、他市町との人
事交流

職員の資質向上と幅広い視野
を持った人材を育てるため、
県や近隣市町との人事交流を
推進する。

総務課

進捗
状況

具体的な取組状況

職員の資質向上等を図るため、県との人事交
流を実施中。
県から市へ：経済建設部次長
市から県へ：市町村課、地方税徴収対策特別
　　　　　　室、後期高齢者医療広域連合

6

男女共同参画社会
の実現に向けた取
組みの推進
【集中改革プラ
ン】

男女が互いに人権を尊重し、
その個性と能力が十分発揮さ
れ、ともに協力し合い、心豊
かで活力に満ちたまちづくり
のため、男女共同参画社会の
実現を目指し、平成19年度末
を目途に男女共同参画プラン
を策定する。

1

広域処理事務の見
直し
【集中改革プラ
ン】

周辺自治体との連携を深め、
行政運営、施設利用、交流、
インフラ整備などにおいて、
積極的に広域での連絡調整を
図る。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

【企画財政課】小山地区広域行政推進協議会
や県央首長懇談会などによる周辺市町との連
携、さらに栃木小山定住圏推進協議会や県南
部地方拠点都市推進協議会などと連携し、県
南部地域の広域行政の連絡調整等を図ってき
たが、国の制度改正により協議会のあり方に
ついて検討する動きもあり、今後は協議会に
かかわらず、周辺市町との連携の手法等を検
討していく。

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

職員の資質向上等を図るため、県との人事交
流を実施中。
県から市へ：経済建設部次長
市から県へ：市町村課、地方税徴収対策特別
　　　　　　室、後期高齢者医療広域連合、
都
　　　　　　市計画課

進捗
状況

具体的な取組状況
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－26－ 【S=計画以上 : A=計画どおり ：  B=やや遅れている : C=ほとんど進んでいない】

７．議会のあり方

番号 実施項目 内　　　容 所管課

H17 H18 H19 H20 H21 H17 H18 H19 H20 H21

実施 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ ⇒

Ｂ Ｂ

総務課

報酬や定数の見直しについて、引き続き他市
の情報収集等を行っている。

報酬や定数の見直しについて、引続き他市の
情報収集等を行っている。

1

議会への働きかけ
【集中改革プラ
ン】

議会自らが、市民に対する説
明を行うとともに、その報酬
や定数等の見直しにかかる議
論を行うよう働きかけを行
う。

実施年度及び取組内容（H21.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況

実施年度及び取組内容（H22.3.31現在）

進捗
状況

具体的な取組状況
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